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東京都議会議長  髙  島  なおき 殿

東 京 都 知 事  舛  添  要 一 殿

東京都人事委員会委員長

関 谷 保 夫

地方公務員法第８条、第14条及び第26条の規定に基づき、

一般職の職員の給与について別紙第１のとおり報告し、別紙

第２のとおり勧告します。

また、同法第８条の規定に基づき、人事制度等について別紙

第３のとおり報告し、任期付採用制度について別紙第４のとお

り意見を申し出ます。
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